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衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
義
務
教
育
学
校
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
義
務
教
育
学
校
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

義
務
教
育
学
校
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
九
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
校
長
及
び
教
頭
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
法
第
四
十
九
条
の
八
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
副
校
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
同
法
第
四
十
九
条
の
八
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
副
校
長
を
置
く
と
き
は
教
頭
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
教
頭
及
び
副
校
長
を
何
人
配
置
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
の
実
情
等
に
応
じ
て
、
教
頭
及
び
副
校

長
の
任
命
権
者
で
あ
る
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
一
つ
の
学
校
と
い
う
単
位
に
な
る
た
め
、
養
護
教
諭
、
主
幹
教
諭
、
事
務
職
員
等
の
定
員
に
つ
い
て
も
減
員

と
な
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
各
都
道
府
県
ご
と
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す

る
義
務
教
育
諸
学
校
に
置
く
べ
き
教
職
員
の
総
数
並
び
に
各
指
定
都
市
ご
と
の
指
定
都
市
の
設
置
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
に

置
く
べ
き
教
職
員
の
総
数
の
標
準
を
定
め
る
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律



 

２ 

 

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
。
以
下
「
義
務
標
準
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
公
立
の
小
学
校
と
一
つ

の
公
立
の
中
学
校
と
を
廃
止
し
て
一
つ
の
公
立
の
義
務
教
育
学
校
を
設
置
し
た
場
合
、
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、

指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
、
講
師
、
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
の
指
導
及
び
管

理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
学
校
栄
養
職
員
並
び
に
事
務
職
員
の
標
準
と
な
る
総
数
は
、
設
置
前
と
設
置
後

と
で
同
数
と
な
る
。
そ
の
上
で
、
個
々
の
学
校
へ
の
教
職
員
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
の
実
情
等
に
応
じ
て
、
任
命
権

者
で
あ
る
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
教
科
担
任
制
に
伴
う
教
員
定
数
の
加
算
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
高
学
年
に
お
け
る
教
科
担
任
制
を
推
進
す
る
た
め
、

令
和
四
年
度
予
算
に
お
い
て
、
義
務
標
準
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
し
た
教
員
定
数
に
係
る
経
費
を
計
上
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

施
設
一
体
型
と
施
設
分
離
型
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
の
実
情
等
に
応
じ
て
、
各
学
校
の
設
置
者

に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
施
設
一
体
型
か
否
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
義
務
教
育
学
校
の
施
設
整
備
に
対
す
る
財
政
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

３ 

 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
義
務
教
育
学
校
の
成
果
」
に
関
す
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
小
中
一
貫
し
た
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
等

に
関
す
る
事
例
集
（
第
二
版
）
」
（
令
和
四
年
三
月
九
日
文
部
科
学
省
作
成
）
を
文
部
科
学
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す

る
な
ど
、
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
編
成
の
工
夫
等
の
特
色
あ
る
取
組
に
つ
い
て
、
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 


